
 

広島大学大学院人間社会科学研究科実務法学専攻 

自己点検・評価報告書（令和 6年度／抜粋） 

 

１．評価結果一覧 

自己点検・評価単位 分析

項目 

1-1-1 

分析

項目 

2-1-1 

分析

項目 

2-1-2 

分析

項目 

2-2-1 

分析

項目 

2-2-2 

分析

項目 

2-3-1 

分析

項目 

2-3-2 

分析

項目 

3-1-1 

分析

項目 

4-1-1 

分析

項目 

4-2-1 

分析

項目 

4-2-2 

分析

項目 

5-1-1 

実務法学プログラム ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ 

 

自己点検・評価単位 分析

項目 

5-1-2 

分析

項目 

5-2-1 

分析

項目 

5-2-2 

分析

項目 

6-1-1 

分析

項目 

6-2-1 

分析

項目 

6-3-1 

分析

項目 

6-3-2 

分析

項目 

6-3-3 

分析

項目 

6-4-1 

分析

項目 

6-4-2 

分析

項目 

6-4-3 

分析

項目 

6-5-1 

実務法学プログラム ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ 

 

自己点検・評価単位 分析

項目 

6-6-1 

分析

項目 

6-6-2 

分析

項目 

6-6-3 

分析

項目 

6-6-4 

実務法学プログラム ⑤ ④ ④ ⑤ 

（⑤十分に適合する ④適合する ③やや適合する ②余り適合しない ①適合しない） 

 

２．評価結果に対する総評 

広島大学大学院人間社会科学研究科実務法学専攻は，令和 5年 10月 16日に新たに「広島大学大学院

人間社会科学研究科実務法学専攻における自己点検・評価の項目及び実施手順」を定め，独自に自己点

検・評価を実施することとした。 

 

領域１：教育研究上の基本組織について，諸規則に基づき適切に運営されている。 

領域２：内部質保証について，実務法学専攻評価委員会を主体としている。 

「広島大学大学院人間社会科学研究科実務法学専攻における自己点検・評価の項目及び実施手順」を定

め，関係者からの意見聴取結果や，成績評価及び学生指導について，組織的に情報共有し，分析の上，

課題の改善に結び付けている。 

領域３：実務法学専攻の目的，入学者受入方針，教育課程の編成・実施方針及び学位授与方針等の教育

研究活動に関する情報について，主に公式ウェブサイトに掲載し，受験者にもわかりやすく公表・周知

している。 



 

領域４：施設・設備について，自習室等，授業時間外に学習できる環境を整備している。また，学生支

援については，奨学金制度やチューター制度等，学生への履修指導，学習，生活面，経済面等に対する

支援を適切に行っている。 

領域５：学生の受入について，実施計画，実施方法等を入試委員会で協議し，入学者受入方針に沿った

適切な体制による入学試験を実施している。収容定員に対する在籍者数，入学定員に対する実入学者数

及び競争倍率等は，適正な規模となっている。 

領域６：教育課程と学習成果について，ほとんどの項目で適切な教育活動を行っていると判断できる。

令和 6年の司法試験合格率については，在学中受験者の合格率及び法学既修者の合格率は順調であった

が，法学未修者の合格率が改善しておらず，その向上に向けた取り組みが課題となっている。 

 

３．課題に対する令和 6年度の取り組み 

 自己点検・評価の結果，法科大学院としての体制は概ね適正に運営されていると言えるものの，依然

として司法試験合格率の低迷という課題は解消されていない。そのための対策として，令和 6年度に実

施した主な取り組みは以下のとおりである。 

・ 法曹養成連携協定の変更申請を行い，令和 7 年 3 月 24 日付けで文部科学大臣の認定を受けた。

これにより令和 7年度から法科大学院と法学部法曹コースとの共同開講科目の開設が可能となり，

学士課程から法科大学院まで継続的かつ効率的な法曹養成教育を実現できる体制となった。 

・ 法学部法曹コースの学生及び法科大学院生に対し，法科大学院教員チューターを割り当てて定期

的な面談を実施し，学修計画や生活面等について継続的に個別指導を行った。面談結果は法曹養

成連携協議会や法科大学院教員会にて共有し，学生指導の改善等について検討した。 

・ ICT を活用した教育支援を積極的に推進し，入学予定者・在学生・修了生に対するオンライン学

習環境の整備や授業動画の提供を実施した。特に，司法試験対策を意識した事前学修動画やゼミ

形式の学習支援は，学習意欲の向上に寄与している。 

・ 若手弁護士及び司法修習生（リーガル・フェロー）による学修指導ゼミ，人間社会科学研究科附

属リーガル・サービス・センターの専任スタッフの指導による無料法律相談や模擬法律相談の体

験，地元有力企業・自治体・官公庁・法曹界の組織内弁護士や法務担当者が実務の第一線で遭遇

した事例を用いて学生の創造的な思考力と判断力を涵養する「臨床法務」，広島弁護士会と連携し

て開講する「サマースクール」や「エクスターンシップ」など，実践的な思考力を養うための場

を設定した。 

今後も引き続き個別指導を中心とした学修指導を行うとともに，在学中受験の合格者増加に向けたカ

リキュラムの更なる改善，未修者入試における選抜機能の充実・強化に向けた改善と工夫（例えば，法

的思考方法と共通する思考方法を試す小論文問題など），ICT を活用した遠隔地学生も参加可能な入学

前ガイダンス・事前学修指導などを実施することとし，課題解決に向けた分析と改善を継続することが

望まれる。 



 

参考：各基準・分析項目 

領域 基準 分析項目 
領域１ 教育研究

上の基本
組織に関
する基準 

基準 
１－１ 

教育活動等を展
開する上で，必
要な運営体制が
適切に整備され
機能しているこ
と 

分析項目
1-1-1 

教員会等が教育活動にかかる重要事項を
審議するための必要な活動を行っている
こと 

領域２ 内部質保
証に関す
る基準 

基準 
２－１ 

内部質保証が有
効に機能してい
ること 

分析項目
2-1-1 

自己点検・評価を行う上で必要な情報を
体系的，継続的に収集・分析する取り組
みを，プログラムにおいて実施し，検証
のうえ，その取り組みが効果的に機能し
ていること 

分析項目
2-1-2 

学生・修了生を含む関係者から意見を体
系的・継続的に収集・分析することを行
い，その意見を反映する取り組みを行な
っていること 

基準 
２－２ 

組織的に，教員
の質及び教育活
動を支援又は補
助する者の質を
確保し，さらに
その維持，向上
を図っているこ
と 

分析項目
2-2-1 

成績評価や学生指導について教員会等で
情報共有を図り改善していること 

分析項目
2-2-2 

大学，研究科，プログラム等において開
催される FD 研修会などに参加し，その
内容を教員会等で共有して，教育・研究
の改善に役立てていること 

基準 
２－３ 

教育活動等の状
況について自己
点検・評価を行
うための手順が
明確に策定さ
れ，適切に実施
されていること 

分析項目
2-3-1 

自己点検・評価に当たっては，具体的か
つ客観的な指標・数値を用いて教育の実
施状況や教育の成果が分析されているこ
と 

分析項目
2-3-2 

自己点検・評価に当たっては，共通到達
度確認試験の成績等も踏まえ，法学未修
者に対する教育の実施状況及び教育の成
果が分析されていること 

領域３ 情報の公
表に関す
る基準 

基準 
３－１ 

教育活動に関す
る情報が，適切
に公表されるこ
とにより，説明
責任が果たされ
ていること 

分析項目
3-1-1 

研究科，プログラム等の目的，入学者受
入方針，教育課程の編成・実施方針及び
学位授与方針が適切に公表，周知されて
いること（教職員及び学生含む） 

領域４ 施設及び
設備並び
に学生支
援に関す
る基準 

基準 
４－１ 

教育組織及び教
育課程に対応し
た施設及び設備
が整備され，有
効に活用されて
いること 

分析項目
4-1-1 

自習室，グループ討議室，情報機器室，
教室・教育設備等の授業時間外使用等に
よる自主的学習環境が十分に整備され，
効果的に利用されていること 

基準 
４－２ 

学生に対して，
生活や進路，経
済面での援助等
に関する相談・
助言・支援が行
われていること 

分析項目
4-2-1 

学生への履修指導，学習，生活面，経済
面等に対する支援が適切に行われている
こと 

分析項目
4-2-2 

障害のある学生，その他特別な支援を要
する学生に対する生活支援等を行う体制
を整え，実施していること 

領域５ 学生の受
入に関す
る基準 

基準 
５－１ 

学生の受入が適
切に実施されて
いること 

分析項目
5-1-1 

入学者受入方針に沿った，適切な体制に
より受入が行われていること 

分析項目
5-1-2 

入学者受入方針に沿った，学生の受入が
実際に行われているかどうかを検証する
ための取り組みを行っており，その結果
を入学者選抜の改善に役立てていること 



 

領域 基準 分析項目 
基準 
５－２ 

在籍者数及び入
学者数が収容定
員や入学定員に
対して適正な数
となっているこ
と 

分析項目
5-2-1 

在籍者数が収容定員を大幅に上回ってい
ないこと 

分析項目
5-2-2 

収容定員に対する在籍者数の割合，入学
定員に対する実入学者数の割合，入学者
数の規模及び競争倍率が，適正な割合，
規模又は倍率となっていること 

領域６ 教育課程
と学習成
果に関す
る基準 

基準 
６－１ 

教育課程の編成
及び授業科目の
内容が，学位授
与方針及び教育
課程方針に則し
て，体系的であ
り相応しい水準
であること 

分析項目
6-1-1 

教育課程の編成及び授業科目の内容が，
体系性を有しており，授与する学位に相
応しい水準となっていること 

基準 
６－２ 

学位授与方針及
び教育課程方針
に則して，適切
な授業形態，学
習指導法が採用
されていること 

分析項目
6-2-1 

教育課程の編成・実施方針に基づいて教
育課程が体系的に編成されており，分野
の教育に相応しい授業形態や学習指導方
法等が整備され，授業の方法及び内容が
学生に対して明示されていること 

基準 
６－３ 

学位授与方針に
則して，適切な
履修指導，支援
が行われている
こと 

分析項目
6-3-1 

学生のニーズに応え得る履修指導・学習
相談の体制を整備し，助言，支援が行わ
れていること 

分析項目
6-3-2 

社会的・職業的自立を図るために必要な
能力を培う取組を実施していること 

分析項目
6-3-3 

障害のある学生，その他履修上特別な支
援を要する学生に対する学習支援を行う
体制を整え，実施していること 

基準 
６－４ 

教育課程方針に
則して，公正な
成績評価が厳格
かつ客観的に実
施され，単位が
認定されている
こと 

分析項目
6-4-1 

分野の教育方針に照らして成績評価や単
位認定の基準が適正に設定されているこ
と 

分析項目
6-4-2 

成績評価基準を学生に周知していること 

分析項目
6-4-3 

成績評価基準及び当該科目の到達目標に
則り各授業科目の成績評価や単位認定が
厳格かつ客観的に行われていることにつ
いて，組織的に確認していること 

基準 
６－５ 

大学等の目的及
び学位授与方針
に則して，修了
要件が策定さ
れ，公正な修了
判定が実施され
ていること 

分析項目
6-5-1 

修了要件が組織的に策定され，学生に周
知されており，修了要件に即して組織的
に修了認定が実施されていること 

基準 
６－６ 

大学等の目的及
び学位授与方針
に則して，適切
な学習成果が得
られていること 

分析項目
6-6-1 

就職等の進路の状況から学習成果が認め
られること 

分析項目
6-6-2 

修了者（在学中に司法試験を受験した在
学生を含む。）の司法試験の合格状況
が，全法科大学院の平均合格率等を踏ま
えて適切な状況にあること 

分析項目
6-6-3 

学習の達成度や満足度における学生から
の意見聴取の結果，学習成果が上がって
いること 

分析項目
6-6-4 
 

修了生や進路先における関係者からの意
見聴取の結果，学習成果が認められるこ
と 

 


